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１.  ＣＹ搬出入業務サブＷＧにおける検討結果 

項番 項   目 内     容 

１ 主な検討課題 ・現行ＣＹ搬出入業務の業務フロー確認及び利用実態の再確認 
・プログラム変更要望に対する対応の検討 
・ＣＹ搬出入業務の関連業務として、危険物明細書のシステム化を検討 

２ 業務フローの確認
及び利用実態 

・現行業務フローについては、基本的に問題は無いことが確認されたが、以下の点について改めて合意を行った。 
  
 ① 第６次ＮＡＣＣＳにおいても、現行フローを踏襲することを原則とする。なお、入出力項目の見直しに 
  ついては、多数の意見が提出されたが、ＣＹのＴＯＳ改修等への影響を考慮し、必要最低限の見直しとする。 
 ② ブッキング情報のＣＹへの個別送信を廃止し、ＩＢＬ（ブッキング一覧照会）業務・ＢＣＣ（ブッキング・ 
  コンテナ番号変更）業務の改善（又は新規業務）を行い、現行よりも利便性に優れた「本船単位でのブッキング 
  情報の取得」を可能とする見直しを実施する。 
 ③ デマレージ等の決済を目的とした業務については、第６次ＮＡＣＣＳでは廃止する。（下記３参照） 
 ④ バンプール等における利用を目的としたＷｅｂＮＡＣＣＳ業務については、廃止する。（下記４参照） 
 ⑤ ＢＫＲ（ブッキング情報登録）業務の先行業務として、荷主等による船会社等に対する船腹予約業務を新た 
  にシステム化する方向で検討する。（下記６参照） 
 
・第６次ＮＡＣＣＳにおける見直し後の業務フローは、資料１を参照。 

３ 決済業務 ・現行決済業務については、即時性が無いことが大きな課題となっており、この課題が解決されない限り、利用が進ま
ない可能性がある。基本仕様提案以降、即時性を持つ決済機能について検討を進めてきたが、現時点では現行以上の決
済機能を提供可能とすることは難しい状況にある。従って、現行決済機能のままで提供しても将来的に利用拡大が進む
とは考えられないことから、第６次ＮＡＣＣＳにおいては、決済業務の提供は廃止することとする。なお、決済機能の
廃止により、以下のオンライン業務及び管理資料「電子決済入金予定データ」が廃止対象となる。 
 
 
 
 
 
 
 

ＣＹ搬出入サブＷＧについては、平成26年８月から４回にわたって開催し、以下のとおり取り纏めを実施した。 

業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名 業務 
コード 業 務 名 

ＡＣＴ 請求情報登録 ＡＣＴ１１ 請求情報登録呼出し ＩＡＴ 請求情報照会 

ＩＡＩ 請求情報一覧照会 ＰＡＳ 支払選択登録 ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し 

ＩＰＳ 電子決済情報照会 
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１.  ＣＹ搬出入業務サブＷＧにおける検討結果 

項番 項   目 内     容４ 

４ ＷｅｂＮＡＣＣＳ 
対象業務 

ＣＹ搬出入業務では以下の業務を対象としてＷｅｂＮＡＣＣＳにより提供しているが、決済業務自体の廃止、 
また、利用実態を踏まえて、第６次ＮＡＣＣＳではＷｅｂＮＡＣＣＳでの提供を廃止する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ プログラム変更要望 プログラム変更要望に対する検討結果は資料２のとおり。 

６ 船腹予約業務 
のシステム化 

・ＢＫＲ業務の先行業務である、荷主等から船会社等に対する船腹予約業務のシステム化について、ＷＧ委員から  
 提案があり、同業務を新たにシステム化を行うことにより、 
 
 ① 船腹予約業務により入力された項目をＢＫＲ（ブッキング情報）業務に流用可能とすることにより、ＢＫＲ 
  業務の利便性が向上する 
 
 ② 船会社等では独自に船腹予約を可能とするサービスを提供しているが、ＮＡＣＣＳによる統一化（標準化） 
  されることによって、事務処理の効率化が図れる  
 
 等のメリットがあることから、第６次ＮＡＣＣＳにおいて、システム化を検討することとした。（資料３参照） 
（本件は継続検討） 

７ 危険物明細書 
のシステム化 

危険物明細書については、基本仕様においてシステム化を行うこととされており、ＣＹ搬出入ＳＷにおいて併せて 
検討を実施した。現時点では、資料４のとおり、業務実態の確認を終えているが、システム化にあたって危険物船舶
運送及び貯蔵規則の規定上問題が無いか国土交通省海事局に確認を行っている段階であり、同省との調整を踏まえた
上で、引き続き詳細仕様の検討に着手する。（本件は継続検討）。 
 

2 

業務
コード 業 務 名 業務 

コード 業 務 名 

ＰＵＬ 空コンテナピックアップ一覧作成 ＰＡＳ 支払選択登録 

ＰＣＤ 空コンテナ引渡情報登録 ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し 

ＩＰＵ ピックアップオーダー照会 ＩＡＴ 請求情報照会 

ＩＰＳ 電子決済情報照会 
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資料１－１．次期における業務処理フロー（イメージ） 
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業
者
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ＰＣＤ 
空コンテナ 
引渡情報登録 

ＰＵＨ１１／ＰＵＨ 
空コンテナ 

ピックアップ変更 

空コンテナピックアップ～貸出コンテナ番号の登録 

ＢＫＣ 
ブッキング 
情報変更 

ＰＵＲ１１／ＰＵＲ 
空コンテナ 

ピックアップ登録 

ＰＵＡ１１／ＰＵＡ 
空コンテナ 

ピックアップ回答 
ピックアップ
オーダー情報 

ピックアップ
オーダー 
訂正情報① 

ピックアップ
オーダー 
回答情報 

ＥＩＲ 

空コンテナ 
引渡情報 

空コンテナ 
引渡情報 

ＥＸＣ→ＥＸＺ 
に変更。 

 
各種ＳＰ 
コンテナ 
リスト 

ＢＣＣ１１／ＢＣＣ 
ブッキング・ 

コンテナ番号変更 ブッキング情報を登録 

コンテナ情報を登録 

ＢＫＲ 
ブッキング 
情報登録 

ブッキング・コンテナ 
情報ＤＢ 

新規業務 
船腹予約 

情報登録(仮) 

確定 
通知 

Ｐ４へ続く 

システム処理 
システム外 

ＣＹ側が必要とするタイミング
でリアルタイムなブッキング 
リストの取得が可能。 

ＩＢＬ ブッキング一覧照会 
ブッキング 
一覧表および
サマリー 

EIRのみ前日等に
個別出力が可能。 

ＣＹへのブッキング
情報個別送信を廃止。 

ＢＫＲの登録
情報を呼出し
可能。 



資料１－２．次期における業務処理フロー（イメージ） 
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船積・出港 

コンテナ搬入票 

実入コンテナ 
搬入 

バンニング 

ＶＡＨ１１／ＶＡＨ 
バンニング・ＣＹ搬

入情報登録 
コンテナ 
発出 

コンテナ 
搬入票 

ＶＡＮ 
情報 

コンテナ 
搬入票 

ＣＹH１１／ＣＹH 

ＣＹ搬入 
情報登録 

ＰＣＤ 
空コンテナ 
引渡情報登録 

チェックデジット機能の追加。 

空コンテナ 
引渡情報 

ＥＩＲ 

システム処理 
システム外 



№ 業務名 要望内容 検討事項 検討結果 実施 
可否 

1 
「ブッキング情報登録
（ＢＫＲ）」業務 

入力項目の整理 

・ブッキングリスト化に必要な事項を追加 
・コンテナ番号入力欄の追加 
・ブッキングリスト化に不要な項目の削除 
・船会社コード欄の入力条件の見直し 
・記事欄の文字数の見直し（拡大） 
・第3者通知先欄の追加 

第６次ＮＡＣＣＳにおいて、新たに船腹予約業
務を新設する予定であり、当該業務との連携
（予約に対する回答業務とする）を踏まえた上
で、必要な項目の見直しを実施する。 
なお、現在、個別にＣＹに送信する機能につい
ては、個別よりも船舶単位に一覧で入手できる
形が望ましいとする要望が強いことから、同機
能は廃止する。 

継続 
検討 

2 ブッキング情報の再登録 ・ブッキング情報の削除を行った場合の処理の見直し 

3 

「ブッキング情報変更
（ＢＫＣ）」業務 

変更箇所の確認 ・変更時の通知内容および方法の見直し ＢＫＲ同様、船積ＣＹに対する個別通知電文は
廃止する。 

4 入力項目の整理 

・ブッキングリスト化に必要な事項を追加 
・コンテナ番号入力欄の追加 
・ブッキングリスト化に不要な項目の削除 
・船会社コード欄の入力条件の見直し 
・記事欄の文字数の見直し（拡大） 
・第３者通知先欄の追加 

第６次ＮＡＣＣＳにおいて、新たに船腹予約業
務を新設する予定であり、当該業務との連携を
踏まえた上で、必要な項目の見直しを実施する。 

5 

「空コンテナピックアッ
プ登録（ＰＵＲ）」業務 

入力項目の整理 

・ピックアップオーダーに不要な項目の削除 
・バンニング場所入力欄の追加 
・第３者通知先欄の追加 
・日本語入力欄の検討 
・項目チェックの見直し（ＴＳ時の船卸港等） 

ＰＵＲ業務に関する項目変更要望については、
ＣＹのＴＯＳ改修等への影響が大きいことから、
項目の削除は実施しない。ただし、湿度、通知
先の２項目については、追加する予定とする。 

○ 
（一部） 

6 ブッキング番号での管理 
・後続業務の実施 

・Ｐ／Ｕ番号払い出し体系の見直し 後続業務への影響が大きいため対応は見送り。 × 

7 チェック機能の見直し 
 

入力項目の整理と併せて見直しする。 ○ 

8 

「空コンテナピックアッ
プ回答（ＰＵＡ）」業務 

入力項目の整理 
・記事欄の文字数の見直し（拡大） 
・搬入予定先欄のコード入力項目以外に自由入力欄 
 の追加 
・訂正識別欄の削除 

ＰＵＲ業務の入力項目に合わせた形で変更を実
施する。 ○ 

9 
「空コンテナ搬出確認情報
（ＳＡＴ０８９０）」等を 
ＥＸＣ型からＥＸＺ型電文 
に変更 

・送信電文形式の変更（ＥＸＣ型→ＥＸＺ型） 実務における利便性向上に繋がることから対応。 
○ 

資料２－１．プログラム変更要望に係る検討結果 
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№ 業務名 要望内容 検討事項 検討結果 対応 
可否 

10 「空コンテナピックアッ
プ回答（ＰＵＨ）」業務 

「空コンテナピックアップ
回答（ＰＵＡ）」業務後に
おける入力可能化 

・業務フローの見直し 
・変更時の通知内容および方法の見直し 

 ＰＵＡ後の訂正は業務処理において混乱を来たすこ
とから実施しない。 

× 

11 

「空コンテナ引渡情報登
録（ＰＣＤ）」業務 

「空コンテナピックアップ
回答（ＰＵＡ）」業務を実
施せずに当該業務の実施可
能化 

・業務フローの見直し  ＰＵＡを実施せずにＰＣＤを可能化させることは、
システム仕様のコンセプトに反することから実施しな
い。 × 

12 
入力項目の整理 

・入力項目の見直し（シール№入力欄の追加） 
・第３者通知先欄の追加 
・ＥＩＲのテンプレートの見直し 
 （コンテナ図の追加） 

 地方港においては空コンテナ搬出前にコンテナ番号
とシール№を確定している運用を行っていることから
シール№入力欄の追加は任意項目として追加する。 
 第３者通知先欄の追加及びＥＩＲのテンプレートに
コンテナの図を追加可能とするプログラム変更は実施
しない。 

○ 
（一部） 

引渡日時の未来日入力可能
化 

・ＥＩＲを事前に発行可能とする。  地方港においては空コンテナ搬出前日までに 
ＥＩＲを準備する運用があることから、対応する。 ○ 

13 
シール番号の文字サイズの
拡大化 

・印字サイズの変更（部分指定）  一部からの要望であり、プログラム変更は実施しな
い。 

× 
14 

15 「ブッキング一覧照会
（ＩＢＬ）」業務 

照会種別Ｇ～Ｊの項目抽出
条件の変更 

・帳票出力項目および帳票レイアウトの見直し 
＜参考：各帳票タイトル＞ 
【種別Ｇ】 
・BOOKING CONTAINER SUMMARY LIST 
【種別Ｈ】 
・REEFER CARGO LIST 
【種別Ｉ】 
・OVERSIZE CARGO LIST 
【種別Ｊ】 
・DANGEROUS CARGO LIST 

 必要項目に合わせた抽出項目およびレイアウトを検
討する。 

○ 

資料２－２．プログラム変更要望に係る検討結果 
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№ 業務名 要望内容 検討事項 検討結果 対応 
可否 

16 「ピックアップオーダー照
会（ＩＰＵ）」業務 

ＩＰＵ繰り返し部のコンテナ情報
欄にＰＣＤで入力した「コンテナ
自重」「シール番号」を表示する
ようにしてほしい。 

・抽出項目の見直し 必ずしも必要とされる項目ではないことから、
実施しない。 × 

17 「空コンテナピックアップ
一覧作成（ＰＵＬ）」業務 

ＰＣＤで引渡後のピックアップ一
覧照会可能化 

・抽出項目見直し 開発規模が大きいため実施しない。 × 

18 

「ＣＹ搬入票情報登録 
（ＣＹH）業務および 

「バンニング・ＣＹ搬入情
報登録（ＶＡＨ）」業務 

入力項目の整理 ・入力項目の見直し 
・呼出しＤＢの見直し 

具体的な要望が無いため検討しない。 × 

19 
「ＣＹ搬入確認登録（ＣＹＡ）」
業務後にも当該業務を実施できる
ようにしてほしい（ＶＡＨも含
む） 

コンテナ情報ＤＢチェックの見直し 
（ＣＹA実施の要否チェックの削除） 

コンテナ搬入票はコンテナ到着時、またはコン
テナ到着前に必要となるものであるが、当該仕
様は到着後の提出を想定しており本来のコンセ
プトと異なる仕様となることから実施しない。 

× 

20 チェックデジット機能の追加 ・コンテナ番号に対するチェックデジット機能
の追加 

他の業務と同様、機能追加を実施する。 ○ 

21 総重量値の自動計算化 ・入力項目の見直し 自動計算化を行うことにより利便性が向上する
ことから、対応する。 ○ 

22 

新規業務 

ＰＵＲで受信した複数のオーダー
情報を一括で転送可能とする業務
の追加 

・船会社によってはＣＹもしくはバンプールに
対し手個別にピックアップオーダーを受付けず、
船会社もしくは船舶代理店が一手に受付をして
ＣＹもしくはバンプールに一括転送をしている
ケースがある。 

例外的な処理であることから、実施しない。 

× 

23 

バンニング情報登録(輸出管理番
号単位)呼出し（ＶＡＥ１１）」
業務でブッキング番号またはピッ
クアップオーダー番号をキーとし
た呼出機能の追加 

・ブッキング番号に登録されているコンテナ番
号を呼出し・補完してＶＡＥの画面に展開する
新規業務を検討。 

システム的に対応は困難なため、実施しない。 

× 

資料２－３．プログラム変更要望に係る検討結果 
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資料３－１．船腹予約業務のシステム化 
船腹予約業務の現状は、以下のとおりとなっている。 

船会社
A  

パターン⓪： 
・船会社へ電話又はeメールを利用して申込み 
・船会社からの回答も電話又はｅメールを利用して荷主に通知  

荷主  
Ｗｅｂ 

船会社
D 

パターン③： 
・船会社ＨＰから書式をダウンロード→記入の上メール、ＦＡＸを利用して申込み 
・船会社からの回答もメール、ＦＡＸを利用して荷主に通知 

Ｗｅｂ 

船会社
C  

パターン②： 
・INTTRA、CargoSmart、GTNexs 等が提供するサービスを利用して申込み 
・船会社からの回答も同サービスを利用して荷主に通知 

② 

③ 

 現 況  

備考１．船舶スケジュール 
  ブッキング時に必要となる船会社の運航スケジュールについては、船会社が独自作り込みを行いＨＰ上で公開するケースと、 
 外部（例えば、東洋信号通信社）に委託して作成し、ＨＰ上からリンクを行っているケース等がある。 
備考２．ＮＶＯＣＣ 
  ＮＶＯＣＣにおいては、あらかじめ船会社から一定枠の船腹を確保し、上記船会社と同様の形で荷主等からのブッキング予約を受けている。 

8 

パターン①： 
・船会社ＨＰ上からＷｅｂを利用して申込み 
・船会社からの回答はＷｅｂ又はｅメールを利用して荷主に通知  ① 

船会社
B  

⓪ 

Ｗｅｂ 

or 

http://www.tagindex.com/template/page/type3_layout.html
http://www.tagindex.com/template/page/type3_layout.html
http://www.tagindex.com/template/page/type3_layout.html


資料３－２．船腹予約業務システム化の業務処理イメージ 

① 船舶運航スケジュールの登録（新規業務） 

電話等による 
個別調整 

② ブッキング申込みの送信（新規業務） 

③要調整 

③ＯＫ：ＢＫＲ業務で回答 

③ＮＧ：新規業務で回答 

②へ 

・随時更新可 
・アクチャルの入出港時間の登録も可 

※船舶運航スケジュール照会（新規業務） 

空き状況 
の確認 

船 社  

荷 主  

再申込み 

ＮＡＣＣＳ
利用者 

海貨業 

⑥ ＰＵＲ（空コンＰ／Ｏ） 

通関業 
⑦ 輸出申告 

⑤ ＩＶＡ（ＩＶ情報登録） 通関 
依頼 

輸出許可情報 

海貨業 ⑧ ＡＣＬ０１（ＡＣＬ情報登録） 船 社  
Ｂ／Ｌ 

Ｂｏｏｋｉｎｇ 
完了後 

ＮＡＣＣＳ 

・Ｂｏｏｋｉｎｇ情報の流用可 

後続業務へ 

④ ＳＩＲ（船積指図書情報登録） 
システム化要検討 
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C 
Y 

保
税
蔵
置
場
・ 

Ｃ
Ｆ
Ｓ 

危険物明細書 
の作成・送付 

危険物明細の通知 
輸
出
入
者 

船
長 

危険物明細書 

or 

海
貨 

危険物明細書は海貨において船積関係書類一式として保管。 
荷主へ送付するケースはほぼ無い（依頼があれば送付）。 

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ 

危険物明細書 

・No15以降追記 

船会社指示によっては、ＣＹで
はなく船舶代理店に送付する。 

・全項目記入 危険物明細書 
の作成・送付 

危険物明細書 

危険物明細書 

・No15以下未記入 

ＣＦＳバンニング 自社バンニング 

≪危険物明細書標準書式≫ 
No 1：荷主名 
No22：海貨業者名 
No20：海貨業者名 

船
会
社
・ 

 

船
舶
代
理
店 

・No15以降記入 
・船会社ブッキングに変更 

・No15以下未記入 
・ＮＶＯＣＣのブッキングNo 

危険物明細書 

危険物明細書 

危険物明細書 

危険物明細書 

ＮＶＯＣＣ扱い貨物 

≪危険物明細書標準書式≫ 
No 1：荷主名 
No22：海貨業者名 
No20：保税蔵置場（ＣＦＳ）  
             or ＮＶＯＣＣ 

・No15以降記入 
・船会社ブッキングに変更 

危険物明細書 
の作成・送付 

Dangerous Cargo 
Manifest 

危険物積荷一覧 
リスト 

船会社指示によっては、
ＣＹで作成する。 

Dangerous Cargo 
Manifest 

危険物積荷一覧 
リスト 

Dangerous Cargo 
Manifest 

危険物積荷一覧 
リスト 

≪危険物明細書標準書式≫ 
No 1：荷主名 
No22：海貨業者名 
No20：ＣＦＳ 

危険物明細書 

資料４－１．危険物明細書の業務処理イメージ（現状） 
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危険物明細書標準書式及び輸送文書記載要領（第７版）より引用 フォーム上段 項目1～13  

資料４－２．危険物明細書標準書式（上段） 

11 

http://www.jastpro.org/form/pdf/kiken_form_002_2014.pdf


危険物明細書標準書式及び輸送文書記載要領（第７版）より引用 フォーム下段 項目14～21  
 

資料４－３．危険物明細書標準書式（下段） 

12 

http://www.jastpro.org/form/pdf/kiken_form_002_2014.pdf


危険物船舶運送及び貯蔵規則 
 
（危険物明細書）  
第十七条  危険物の荷送人は、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定によりコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書を 
 提出する場合を除き、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した危険物明細書を船舶所有者又は船長（危険物をコンテナに収納し  
 て運送する場合であつて、船舶所有者が収納する場合は、船舶所有者に限る。次条において同じ。）に提出しなければならない。 
 一  荷送人の氏名又は名称及び住所  
 二  荷受人の氏名又は名称及び住所  
 三  危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日  
 四  危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級  
 五  個数及び質量又は容積  
 六  その他告示で定める事項 
  
２ 前項の危険物明細書の記載については、次に掲げるところによるものとする。  
 一  船舶所有者又は船長が理解する言語により記載すること。  
 二  前項第四号に掲げる事項は、同号に規定する順序に従つて記載すること。  
 三  前項第四号に掲げる事項のうち、危険物の国連番号及び等級は、それぞれ「ＵＮ」及び「Ｃｌａｓｓ」（火薬類にあつては「Ｄ 
  ｉｖｉｓｉｏｎ」）の文字に続けて記載すること。 
  
３  （略） 
 
４ 危険物の荷送人は、第一項の規定により危険物明細書を提出したときは、当該危険物明細書の写しを三月間保管しなければならな 
 い。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。  
 
５ 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交
付しなければならない。  
 

６ 船舶所有者又は船長は、第一項の規定により危険物明細書の提出を受けたとき又は前項の規定により危険物明細書の交付を受けたと
きは、当該危険物明細書又はその写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、
この限りでない。  

 

資料４－４．危険物船舶運送及び貯蔵規則（抜粋） 
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第十八条  荷送人は、前条第一項の規定による危険物明細書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、船舶所有者又は船長の承諾を得て、前条 
 第一項各号に掲げる事項（以下「記載事項」という。）を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲 
 げるものにより通知することができる。この場合において、当該荷送人は、当該危険物明細書を提出したものとみなす。 
  一  電子情報処理組織（荷送人の使用に係る電子計算機と船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組 
  織をいう。第三項第一号において同じ。）を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  
  イ 荷送人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機  
   に備えられたファイルに記録する方法 
  ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該 
   船舶所有者又は当該船長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法 
 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて

調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法  
 
２  前項に掲げる方法は、船舶所有者又は船長がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。  
 
３ 荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知しようとするときは、あらかじめ、船舶所有者又は船長に対し、その用いる第一項に掲げる方法及び

ファイルへの記録の方式を示し、書面又は次に掲げる方法による承諾を得なければならない。 
  一  電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの  
  イ 船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて荷送人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子 
   計算機に備えられたファイルに記録する方法 
  ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を電気通信回線を通じて 
   船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 
 二  第一項第二号に掲げる方法  
 
４ 前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該船舶所有者又は当該船長から書面又は前項に掲げる方法により第一項に掲げる方法による通知を受けな

い旨の申出があつたときは、当該船舶所有者又は当該船長に対し、記載事項の通知を第一項に掲げる方法によつてしてはならない。ただし、当該船
舶所有者又は当該船長が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。  

 
５ 荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知したときは、当該記載事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて

は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を三月間保管しなけ
ればならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。  

 
６ 第一項から第四項までの規定は、前条第五項の規定により危険物明細書を交付する場合について準用する。 
  
７ 船舶所有者又は船長は、第一項の規定により記載事項の通知を受けたとき又は前項において準用する前条第五項の規定により記載事項の通知を受け

たときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限
りでない。 

資料４－５．危険物船舶運送及び貯蔵規則（抜粋） 
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【参考１】ＣＹ搬出入関連業務の概要 

 ＣＹ搬出入関連業務とは 

港湾における国際物流業務の一層の効率化に寄与するため、コンテナのＣＹ搬出入業務（搬出入伝票の情報化等）のうち、輸出にお
ける空コンテナピックアップオーダー業務等を新たにシステム化し、「ＣＹ搬出入関連業務」として平成23年6月からサービスを提供し
ている。なお、本業務の利用推進については国土交通省も積極的に取り組んでおり、平成25年６月に閣議決定した総合物流施策大綱
(2013－2017)および総合物流施策推進プログラム（平成25年９月策定）※1では、物流効率化に資する国の施策として、このサービス
の利用促進を位置付けている。 

※１総合物流施策推進プログラム（抜粋） 
１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組 
（２）我が国の立地競争力強化に向けた物流インフラ等の整備、有効活用等 
 ２）コンテナターミナル周辺の課題に対する取組 
  ア）コンテナターミナルのゲート前渋滞解消 
   ③ＮＡＣＣＳを活用したコンテナ搬出入手続きの電子化の普及促進 
 ４）貨物情報の充実・活用促進 
  イ）ＮＡＣＣＳを活用したコンテナ搬出入手続の電子化の普及促進 

現在、コンテナヤード（ＣＹ）搬出入関連業務については、事前の事業者間の手続がそれぞれ異なる通信手段・書式により行われており、
また、ゲート等における手続が電子化されていないため、事務処理の煩雑化を招いているところである。 
このため、ＮＡＣＣＳを活用したＣＹ搬出入手続の電子化の普及を図り、事務処理の効率化及び迅速化を図る。【国土交通省】 

 システムの概要 
①船会社によるブッキング情報の登録 

船会社が、ＮＡＣＣＳを利用して標準フォーマットによるブッキング情報の送受信を可能とする。 

②空コンテナのピックアップオーダー 

輸出における空コンテナのピックアップオーダー業務を可能とする。（①のブッキング情報を利用することが可能） 

③コンテナヤードへの搬入手続き書類である「搬入票」の作成業務 

コンテナをＣＹへ搬入する際の情報を登録することによって、「搬入票」の作成及び搬入情報をＣＹに送信することを可能とする。 

④デマレージ等の支払いに関する電子決済業務 

ＣＹが海貨業者又は荷主等に対して請求を行うデマレージ等の支払いについて、ＮＡＣＣＳを通じて決済することを可能とする。 
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ＮＡＣＣＳ掲示板より抜粋（平成26年８月22日現在） 

＜大井埠頭＞ 
大井１／２号 ダイトーコーポレーション 
大井６／７号 日本郵船東京コンテナターミナル 

＜青海埠頭＞ 
青海Ａ－３ 三井倉庫株式会社 

＜川崎港＞ 
川崎港コンテナターミナル 

＜大黒埠頭＞ 
大黒Ｃ－４ 日本郵船横浜コンテナターミナル 

＜大阪港＞ 
南港コンテナターミナル Ｃ－１（株式会社辰巳商會） 

【京浜港】・・・５ターミナル 

【阪神港】・・・３ターミナル 

南港ターミナル Ｃ－２／４（株式会社辰巳商會） 
夢洲コンテナターミナル Ｃ－１１（株式会社辰巳商會） 

【地方港】・・・３ターミナル 
＜秋田港＞ 
秋田コンテナターミナルカンパニー 

＜下関港＞ 
下関海陸運送株式会社岬之町コンテナヤード 

＜高知新港＞ 
高知港運株式会社 高知新港ターミナル 

注）ブッキング情報の登録を行っている船会社は以下の５社であるが、
ＣＹの対応状況によりブッキング情報利用の可否が異なる。 

 詳細は次ページの「各ＣＹ対応船会社および業務一覧」を参照。 

1. 川崎汽船株式会社（Ｋ－ＬＩＮＥ） 
2. 日本郵船株式会社（ＮＹＫ） 
3. 株式会社商船三井（ＭＯＬ） 
4. 株式会社韓進海運（ＨＡＮＪＩＮ） 
5. オリエントオーバーシーズコンテナラインリミテッド（ＯＯＣＬ） 

 

【参考２】ＣＹ搬出入業務利用可能ＣＹ 
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【京浜港】 

ＣＹ 対応船会社 
対応業務 

ＢＫＲ ＰＵＲ１１ ＰＵＲ 
ＰＵＨ 

（ＰＵＨ１１
含む） 

ＰＵＡ ＰＣＤ 
ＶＡＨ 
（ＣＹH 
含む） 

大井１／２号 
ダイトーコーポレー
ション 

ＳＩＴＣ × × ○ × ○ × × 

ＮＩＮＢＯ ＯＣＥＡＮ ＳＨＩＰＰＩＮＧ × × ○ × ○ × × 

大井６／７号 
日本郵船東京コンテ
ナターミナル 

ＮＹＫ（日本郵船） ○ ○ ○ × ○ ○ × 

青海Ａ－３ 
三井倉庫株式会社 

ＨＡＮＪＩＮ（韓進海運） ○ ○ ○ × × × × 
ＳＩＴＣ × × ○ × × × × 
ＧＯＴＯ（共同海運） × × ○ × × × × 

川崎港コンテナター
ミナル 

ＮＹＫ（日本郵船） ○ ○ ○ × ○ × × 
ＷＡＮ ＨＡＩ ＬＩＮＥＳ × × ○ × × × × 
ＮＡＭＳＵＮＧ (南星海運) × × ○ × ○ × × 

大黒Ｃ－４ 
日本郵船横浜コンテ
ナターミナル 

ＮＹＫ（日本郵船） ○ ○ ○ × ○ ○ × 

【参考３】各ＣＹにおける対応可能船会社等 
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ＣＹ 対応船会社 

対応業務 

ＢＫＲ ＰＵＲ１１ ＰＵＲ 
ＰＵＨ 
（ＰＵＨ 
１１含む） 

ＰＵＡ ＰＣＤ 
ＶＡＨ 
（ＣＹH 
含む） 

南港ＣＴ 
 Ｃ－１ 

ＨＡＮＪＩＮ（韓進海運） ○ × ○ × ○ × × 
ＳＩＮＯＴＲＡＮＳ × × ○ × ○ × × 

南港 
ターミナル 
Ｃ－２／４ 

ＣＨＩＮＡ ＳＨＩＰＰＩＮＧ 
（中海コンテナ） × × ○ × ○ × × 

ＣＯＭＰＡＮＩＡ ＣＨＩＬＥＮＡ ＤＥ  
ＮＡＶＥＧＡＣＩＯＮ × × ○ × ○ × × 

ＤＯＮＧ ＹＯＵＮＧ ＳＨＩＰＰＩＮＧ × × ○ × ○ × × 
ＨＡＭＢＵＲＧ ＳＵＥＤ × × ○ × ○ × × 
ＫＭＴＣ ＬＩＮＥ（高麗海運） × × ○ × ○ × × 
ＮＡＭＳＵＮＧ（南星海運） × × ○ × ○ × × 
ＰＡＮ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ ＳＨＩＰＰＩＮＧ × × ○ × ○ × × 
ＰＡＮ ＯＣＥＡＮ × × ○ × ○ × × 
ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＵＨＡＩ ＳＨＩＰＰＩＮＧ × × ○ × ○ × × 
ＳＩＮＯＫＯＲ（長錦商船） × × ○ × ○ × × 
ＴＡＩ ＹＯＵＮＧ ＳＨＩＰＰＩＮＧ × × ○ × ○ × × 
ＺＩＭ ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ ＳＨＩＰＰＩＮＧ × × ○ × ○ × × 

夢洲ＣＴ 
Ｃ－１１ ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ ＬＩＮＥ（ＥＭＣ） × × ○ × ○ × × 

【阪神港】 
【参考４】各ＣＹにおける対応可能船会社等 
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【その他港】 

ＣＹ 対応船会社 
対応業務 

ＢＫＲ ＰＵＲ１１ ＰＵＲ 
ＰＵＨ 

（ＰＵＨ１１
含む） 

ＰＵＡ ＰＣＤ 
ＶＡＨ 
（ＣＹH 
含む） 

＜秋田港＞ 
秋田コンテナ 
ターミナルカンパニー 

ＫＭＴＣ ＬＩＮＥ（高麗海運） × × ○ ○ × × × 
ＮＡＭＳＵＮＧ（南星海運） × × ○ ○ × × × 
ＨＥＵＮＧ－Ａ ＳＨＩＰＰＩＮＧ 
（興亜海運） × × ○ ○ × × × 

ＳＩＮＯＫＯＲ（長錦商船） × × ○ ○ × × × 
＜下関港＞ 
下関海陸運送株式会社 
岬之町コンテナヤード 

ＳＩＮＯＫＯＲ（長錦商船） × × × × × × ○ 

＜高知港＞ 
高知港運株式会社 
高知新港ターミナル 

ＧＯＴＯ（共同海運） × × × × × × ○ 
ＨＥＵＮＧ－Ａ ＳＨＩＰＰＩＮＧ 
（興亜海運） × × × × × × ○ 

ＳＩＮＯＫＯＲ（長錦商船） × × × × × × ○ 
ＰＡＮ ＯＣＥＡＮ × × × × × × ○ 
ＨＹＵＮＤＡＩ（現代商船） × × × × × × ○ 
ＨＡＮＪＩＮ（韓進海運） × × × × × × ○ 
ＡＰＬ 
（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ 
Ｌｉｎｅｓ） 

× × × × × × ○ 

【参考５】各ＣＹにおける対応可能船会社等 
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